
公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給調整手当の支給に関する細則の一部を改

正する細則をここに公布する。 

2022年３月31日 

               公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹  

公立大学法人神戸市看護大学細則第８号 

公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給調整手当の支給に関する細則の一部を

改正する細則 

公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給調整手当の支給に関する細則の一部を改

正する細則（2019年４月細則第28号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

別表第１（第６条関係） 

期間の区分 支給月額 

16年未満 160,400円 

16年以上17年未満 157,800円 

17年以上18年未満 155,200円 

18年以上19年未満 152,600円 

19年以上20年未満 150,000円 

20年以上21年未満 147,400円 

21年以上22年未満 141,800円 

22年以上23年未満 136,500円 

23年以上24年未満 130,900円 

24年以上25年未満 125,500円 

25年以上26年未満 120,100円 

26年以上27年未満 112,300円 

27年以上28年未満 104,400円 

28年以上29年未満 96,500円 

29年以上30年未満 88,700円 

30年以上31年未満 80,200円 

31年以上32年未満 71,800円 

32年以上33年未満 63,000円 

33年以上34年未満 50,400円 

 

別表第１（第６条関係） 

期間の区分 支給月額 

16年未満 251,200円 

16年以上17年未満 248,600円 

17年以上18年未満 246,000円 

18年以上19年未満 243,400円 

19年以上20年未満 240,800円 

20年以上21年未満 238,200円 

21年以上22年未満 226,200円 

22年以上23年未満 214,300円 

23年以上24年未満 202,300円 

24年以上25年未満 190,500円 

25年以上26年未満 178,700円 

26年以上27年未満 164,300円 

27年以上28年未満 150,000円 

28年以上29年未満 135,700円 

29年以上30年未満 121,400円 

30年以上31年未満 106,400円 

31年以上32年未満 91,600円 

32年以上33年未満 76,400円 

33年以上34年未満 57,300円 

 



  

34年以上35年未満 38,400円 

備考 この表において期間の区分の欄

に掲げる年数は，採用の日又は第４

条第１号に規定する職員となった日

の属する月の翌月（これらの日が月

の初日であるときは，その属する    

月）以後の期間を示す。 

 

 

34年以上35年未満 38,900円 

備考 この表において期間の区分の欄に

掲げる年数は，採用の日又は第４条第

１号に規定する職員となった日の属す

る月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは，その属する月）以後の期

間を示す。 

 

附 則  

この細則は，2022年４月１日から施行する。 

  


